


令和6年度実績に基づく金融機関表彰について

表彰店舗
表彰部門毎に定める対象保証制度等の利用(保証承諾)件数上位３店舗とします。ただし、利用
(保証承諾)件数が同数の場合は、承諾金額順とします。

対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日

基準日 令和7年3月31日

表彰部門
と対象と
する保証
制度等

（1）創業支援部門

『創業関連保証制度』及び『川崎市中小企業融資制度創業支援資金のうちアーリーステージ対応
資金（女性・若者・シニア企業家支援資金を含む。）』

（2）連携・協調部門

『協調型融資保証制度』、『中小企業成長発展支援保証制度』、『短期継続保証制度』、『川崎
市中小企業融資制度振興資金のうち短期継続資金』、『不動産担保融資保証制度』、『事業者選
択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）』、『プロパー融資借換特別保証制度
（プロパー借換制度）』及び『事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）』※

（3）経営改善支援部門

『伴走支援型特別保証制度』、『川崎市伴走支援型経営改善資金』、『事業再生計画実施関連保
証制度』、『事業再生計画実施関連保証制度（感染症対応型）』、『川崎市中小企業融資制度経
営安定資金のうち経営改善サポート型企業再建資金』、『借換保証制度のうち条件変更改善型借
換保証』、『川崎市中小企業融資制度経営安定資金のうち条件変更改善型借換資金』及び『求償
権消滅保証制度』

（4）小規模事業者支援部門

『小口零細企業保証制度』、『川崎市中小企業融資制度小規模事業資金』及び『川崎市中小企業
融資制度小口零細対応小規模事業資金』

（5）生産性向上支援部門

資金使途が『設備』又は『運転・設備』の保証及び『川崎市中小企業融資制度振興資金のうち事
業展開・多角化資金』

（6）事業承継支援部門

『事業承継保証制度』、『経営承継関連保証制度』、『特定経営承継関連保証制度』、『経営承
継準備関連保証制度』、『特定経営承継準備関連保証制度』、『自主廃業支援保証制度』、『事
業承継特別保証制度』、『川崎市事業承継特別保証資金』及び『経営承継借換関連保証制度』

（7）SDGs支援部門

『ＳＤＧｓ取組支援融資』
『ＳＤＧｓ取組支援融資』とは、川崎市が創設した「かわさきＳＤＧｓパートナー」の認証
取得事業者が、対象の川崎市中小企業融資制度を利用した際に川崎市から更に信用保証料の
補助が受けられるものです。

※横断的制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）の場合は、保証書上の制度ではなく、横断的制度にカウントされます。

なお、表彰時期は令和7年6月頃を予定しております。
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代位弁済に関すること

川崎・幸・中原区の金融相談、保証審査及び創業支援に関すること

企業支援部企業支援課 TEL 044-211-0501 FAX 044-222-1993

川崎区、幸区の事業者
係長
主任

山口 裕新
松下 真人

中原区の事業者
係長 森 宏平

小原 美里

高津・宮前・多摩・麻生区の金融相談、保証審査及び創業支援に関すること

企業支援部北支所企業支援課 TEL 044-850-0055 FAX 044-833-1313

高津区の事業者
係長 向井 祐太

古市 雅裕

宮前区の事業者
係長 向井 祐太

森 宏祐

多摩区の事業者
課長補佐

主任
伊藤 ルナ
松岡 瞳

麻生区の事業者
課長補佐

主任
伊藤 ルナ
松岡 瞳

企業支援部経営支援推進課 TEL 044-211-0504 FAX 044-222-1993

川崎区の事業者 主査 渡邊 公博

幸区、高津区及び麻生区の事業者 主任 鈴木 絢

中原区の事業者 主任 高藤 篤志

宮前及び多摩区の事業者 永田 真由

企業支援部管理推進課 TEL 044-211-0502 FAX 044-211-9937

係長 佐久間 啓太
須藤 美波

経営支援、事故報告、返済条件変更審査及び保証協会団信に関すること

事務分担のお知らせ

保証協会団信に係る金融機関向け取扱手数料の引上げ期間延
長について
保証協会団信金融機関向け取扱手数料につきましては、

制度普及策として新規加入1件につき1,000円を5,000円

に引上げる取扱いが延長されました。

令和6年2月 融資実行分まで 令和7年2月 融資実行分まで

令和7年3月末までに、初年
度の特約料が口座振替される
案件が対象となります。
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『ＳＤＧｓ取組支援融資』とは、川崎市が創設した「かわさきＳＤＧｓパートナー」の認証
取得事業者が、対象の川崎市中小企業融資制度を利用した際に川崎市から更に信用保証料の
補助が受けられるものです。

※横断的制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）の場合は、保証書上の制度ではなく、横断的制度にカウントされます。

なお、表彰時期は令和7年6月頃を予定しております。
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令和6年度実績に基づく金融機関表彰について

表彰店舗
表彰部門毎に定める対象保証制度等の利用(保証承諾)件数上位３店舗とします。ただし、利用
(保証承諾)件数が同数の場合は、承諾金額順とします。

対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日

基準日 令和7年3月31日

表彰部門
と対象と
する保証
制度等

（1）創業支援部門

『創業関連保証制度』及び『川崎市中小企業融資制度創業支援資金のうちアーリーステージ対応
資金（女性・若者・シニア企業家支援資金を含む。）』

（2）連携・協調部門

『協調型融資保証制度』、『中小企業成長発展支援保証制度』、『短期継続保証制度』、『川崎
市中小企業融資制度振興資金のうち短期継続資金』、『不動産担保融資保証制度』、『事業者選
択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）』、『プロパー融資借換特別保証制度
（プロパー借換制度）』及び『事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）』※

（3）経営改善支援部門

『伴走支援型特別保証制度』、『川崎市伴走支援型経営改善資金』、『事業再生計画実施関連保
証制度』、『事業再生計画実施関連保証制度（感染症対応型）』、『川崎市中小企業融資制度経
営安定資金のうち経営改善サポート型企業再建資金』、『借換保証制度のうち条件変更改善型借
換保証』、『川崎市中小企業融資制度経営安定資金のうち条件変更改善型借換資金』及び『求償
権消滅保証制度』

（4）小規模事業者支援部門

『小口零細企業保証制度』、『川崎市中小企業融資制度小規模事業資金』及び『川崎市中小企業
融資制度小口零細対応小規模事業資金』

（5）生産性向上支援部門

資金使途が『設備』又は『運転・設備』の保証及び『川崎市中小企業融資制度振興資金のうち事
業展開・多角化資金』

（6）事業承継支援部門

『事業承継保証制度』、『経営承継関連保証制度』、『特定経営承継関連保証制度』、『経営承
継準備関連保証制度』、『特定経営承継準備関連保証制度』、『自主廃業支援保証制度』、『事
業承継特別保証制度』、『川崎市事業承継特別保証資金』及び『経営承継借換関連保証制度』

（7）SDGs支援部門

『ＳＤＧｓ取組支援融資』
『ＳＤＧｓ取組支援融資』とは、川崎市が創設した「かわさきＳＤＧｓパートナー」の認証
取得事業者が、対象の川崎市中小企業融資制度を利用した際に川崎市から更に信用保証料の
補助が受けられるものです。

※横断的制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）の場合は、保証書上の制度ではなく、横断的制度にカウントされます。

なお、表彰時期は令和7年6月頃を予定しております。



令和6年度実績に基づく金融機関表彰について

表彰店舗
表彰部門毎に定める対象保証制度等の利用(保証承諾)件数上位３店舗とします。ただし、利用
(保証承諾)件数が同数の場合は、承諾金額順とします。

対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日

基準日 令和7年3月31日

表彰部門
と対象と
する保証
制度等

（1）創業支援部門

『創業関連保証制度』及び『川崎市中小企業融資制度創業支援資金のうちアーリーステージ対応
資金（女性・若者・シニア企業家支援資金を含む。）』

（2）連携・協調部門

『協調型融資保証制度』、『中小企業成長発展支援保証制度』、『短期継続保証制度』、『川崎
市中小企業融資制度振興資金のうち短期継続資金』、『不動産担保融資保証制度』、『事業者選
択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）』、『プロパー融資借換特別保証制度
（プロパー借換制度）』及び『事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）』※

（3）経営改善支援部門

『伴走支援型特別保証制度』、『川崎市伴走支援型経営改善資金』、『事業再生計画実施関連保
証制度』、『事業再生計画実施関連保証制度（感染症対応型）』、『川崎市中小企業融資制度経
営安定資金のうち経営改善サポート型企業再建資金』、『借換保証制度のうち条件変更改善型借
換保証』、『川崎市中小企業融資制度経営安定資金のうち条件変更改善型借換資金』及び『求償
権消滅保証制度』

（4）小規模事業者支援部門

『小口零細企業保証制度』、『川崎市中小企業融資制度小規模事業資金』及び『川崎市中小企業
融資制度小口零細対応小規模事業資金』

（5）生産性向上支援部門

資金使途が『設備』又は『運転・設備』の保証及び『川崎市中小企業融資制度振興資金のうち事
業展開・多角化資金』

（6）事業承継支援部門

『事業承継保証制度』、『経営承継関連保証制度』、『特定経営承継関連保証制度』、『経営承
継準備関連保証制度』、『特定経営承継準備関連保証制度』、『自主廃業支援保証制度』、『事
業承継特別保証制度』、『川崎市事業承継特別保証資金』及び『経営承継借換関連保証制度』

（7）SDGs支援部門

『ＳＤＧｓ取組支援融資』
『ＳＤＧｓ取組支援融資』とは、川崎市が創設した「かわさきＳＤＧｓパートナー」の認証
取得事業者が、対象の川崎市中小企業融資制度を利用した際に川崎市から更に信用保証料の
補助が受けられるものです。

※横断的制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）の場合は、保証書上の制度ではなく、横断的制度にカウントされます。

なお、表彰時期は令和7年6月頃を予定しております。



令和6年度実績に基づく金融機関表彰について

表彰店舗
表彰部門毎に定める対象保証制度等の利用(保証承諾)件数上位３店舗とします。ただし、利用
(保証承諾)件数が同数の場合は、承諾金額順とします。

対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日

基準日 令和7年3月31日

表彰部門
と対象と
する保証
制度等

（1）創業支援部門

『創業関連保証制度』及び『川崎市中小企業融資制度創業支援資金のうちアーリーステージ対応
資金（女性・若者・シニア企業家支援資金を含む。）』

（2）連携・協調部門

『協調型融資保証制度』、『中小企業成長発展支援保証制度』、『短期継続保証制度』、『川崎
市中小企業融資制度振興資金のうち短期継続資金』、『不動産担保融資保証制度』、『事業者選
択型経営者保証非提供促進特別保証制度（国補助制度）』、『プロパー融資借換特別保証制度
（プロパー借換制度）』及び『事業者選択型経営者保証非提供制度（横断的制度）』※

（3）経営改善支援部門

『伴走支援型特別保証制度』、『川崎市伴走支援型経営改善資金』、『事業再生計画実施関連保
証制度』、『事業再生計画実施関連保証制度（感染症対応型）』、『川崎市中小企業融資制度経
営安定資金のうち経営改善サポート型企業再建資金』、『借換保証制度のうち条件変更改善型借
換保証』、『川崎市中小企業融資制度経営安定資金のうち条件変更改善型借換資金』及び『求償
権消滅保証制度』

（4）小規模事業者支援部門

『小口零細企業保証制度』、『川崎市中小企業融資制度小規模事業資金』及び『川崎市中小企業
融資制度小口零細対応小規模事業資金』

（5）生産性向上支援部門

資金使途が『設備』又は『運転・設備』の保証及び『川崎市中小企業融資制度振興資金のうち事
業展開・多角化資金』

（6）事業承継支援部門

『事業承継保証制度』、『経営承継関連保証制度』、『特定経営承継関連保証制度』、『経営承
継準備関連保証制度』、『特定経営承継準備関連保証制度』、『自主廃業支援保証制度』、『事
業承継特別保証制度』、『川崎市事業承継特別保証資金』及び『経営承継借換関連保証制度』

（7）SDGs支援部門

『ＳＤＧｓ取組支援融資』
『ＳＤＧｓ取組支援融資』とは、川崎市が創設した「かわさきＳＤＧｓパートナー」の認証
取得事業者が、対象の川崎市中小企業融資制度を利用した際に川崎市から更に信用保証料の
補助が受けられるものです。

※横断的制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）の場合は、保証書上の制度ではなく、横断的制度にカウントされます。

なお、表彰時期は令和7年6月頃を予定しております。

信用保証を利用する皆さまへ

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切

の関係を遮断します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場を

ご利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリ
ア駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示く
ださい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご
利用の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について

川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センターと連携して、川崎市内で創業を希望
する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置しております。

9 00 17 00
1 45

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055
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